
大阪市水道局職員研修要綱 

 

                                        （平成８年３月29日業務部長決） 

                （最近改正 平成26年３月12日総務部長兼理事決） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市水道局職員研修規程（平成８年大阪市水道事業管理規程第１号。以下「規程」

という。）の施行について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この要綱で使用する用語は、規程で使用する用語の例による。 

（研修基本計画及び年間計画） 

第３条 職員の研修について効果的かつ計画的な実施に資するため、研修に関する基本計画（以下「基本計

画」という。）及び毎年度当初に年間計画（以下「年間計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画及び年間計画を策定するうえでの参考とするため、局内に設置する関係委員会の意見を聞くこ

とがある。 

（研修の種類等） 

第４条 委託、派遣、通信その他の方法による研修の種類、それぞれの種類の定義及び対象職員は、別表の

とおりとする。 

（研修・厚生担当課長への合議） 

第５条 各課長（担当課長を含む。）、所長及び場長（以下「課長等」という。）が局研修を実施しようとす

る場合においては、事前に研修・厚生担当課長に合議しなければならない。ただし、定期的に実施する局研

修については、この限りでない。 

（職場研修） 

第６条 職場研修を実施する場合においては、研修効果を勘案して、２以上の課、所及び場等において合同

して実施することができる。 

（研修実施状況の報告） 

第７条 課長等が、前年度の研修の実施状況を報告する場合においては、研修・厚生担当課長を経由してこ

れを行う。 

（決定手続） 

第８条 研修を受けることを必要と認める職員の決定は、当該研修の実施にあたり次の各号に掲げる方法の

いずれかの又はいずれかを併せた方法により行うものとする。 

 (1) 研修・厚生担当課長の指名 

 (2) 課長等の推せん 

 (3) 職員の希望。ただし、職務の遂行に支障のない場合に限る。 

２ 前項の規定にかかわらず、職場研修を受けることを必要と認める職員の決定には、当該職場研修を実施

する課長等が行う。 



（受講記録） 

第９条 研修の受講状況を把握するため、研修・厚生担当課長が必要と認める研修履歴については、その旨

人事給与システムに記録することができる。 

   附 則 

  この要綱は、平成８年３月29日から施行する。ただし、別表第１に掲げる研修名のうち、複合研修、技

術研修、管理職員研修、自主研究グループ活動支援及び通信教育支援については、それぞれ業務部長が定

める日から適用する。 

   附 則 

  この要綱は、平成10年２月１日から施行する。ただし、別表第１に掲げる研修名のうち、複合研修、管

理職員研修については、それぞれ業務部長が定める日から適用する。 

      附 則 

    この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

      附 則 

    この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は平成16年４月14日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は平成18年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成18年９月15日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

 

研修の種類 定     義 対  象  職  員 

国立保健医療科学院派遣研

修 

国立保健医療科学院教育訓練学生

として派遣する研修 

職種区分が技術職員である者のう

ち、適任と認められる者 

資格取得研修 
職員が職務を遂行するために必要

な資格取得のために派遣する研修 

職務を遂行するために、当該資格

を要するとされる職員 

能力開発研修 
職員が職務を遂行する能力の向上

を図るために派遣する研修 
その都度必要と認められる職員 

自己啓発支援 

職員が勤務時間外の個人的な時間

を利用し、職務遂行能力の開発並

びに向上に資することを目的とし

た支援制度 

担当課長等から推薦のあった職員

のうち研修・厚生担当課長が指定

した者 

関西学院大学専門職大学院

経営戦略研究科受講支援 

同大学院研究科に当局職員を推薦

することにより、職員の自己啓発

を支援して能力開発を図るための

制度 

担当課長等から推薦のあった職員

のうち研修・厚生担当課長が指定

した者 

大阪市立大学大学院創造都

市研究科修士課程受講支援 

 

同大学院研究科に当局職員を推薦

することにより、職員の自己啓発

を支援して能力開発を図るための

制度 

担当課長等から推薦のあった職員

のうち研修・厚生担当課長が指定

した者 


